
第3幸 手兼評価（手前）実施要領   

1．評価の趣旨   

事業評価（事前）は、個々の事業の実施を決定する前に、その採否、選択等に資する見地から、  

当該事業を対象として、あらかじめ期待される政策効果やそれらに要する費用等を測定し、事業  

の目的が国民や社会のニーズ又は上位の目的に照らして妥当か、行政関与の在り方から見て行政  

が担う必要があるか、事業の実施により費用に見合った効果が得られるかなどの観点から評価す  

る。   

2．評価対象  

（1）評価の対象  

予算要求又は財政投融資資金要求を伴う新たな政策であって、1億円以上の費用を要する   

重点的な施策又は10億円以上の費用を要することが見込まれるもの。  

（2）評価の対象とならないもの  

前項にかかわらず、次のものは評価することを要しない。   

① 政策の決定を伴わないもめ（別の事業の実施、法律の施行等に伴い必然的に行われる事  

業等）   

② 補償的な費用であり、有効性、効率性等の政策評価の観点になじまないもの。   

3．評価の手順  

（1）新たに予算概算要求等を行う事業の企画立案にあわせて、事業の担当部局は、本実施要領   

別紙2の様式に必要な事項を記入して事業評価書（事前）をとりまとめ、政策評価官室に提  

出する。  

（2）事業が複数の担当部局にまたがる場合には、主に所管している担当部局がとりまとめるこ  

ととし、1つの評価書として政策評価官室に提出する。  

また、予算等において、1つの事業にまとめられている場合であっても、複数の目的・対   

象等が明確に分かれ、別々に評価を実施することにより適切な評価が可能となると判断され   

る場合には、政策評価官室と相談の上、それぞれ別個に評価書を作成する。  

（3）政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行う。  

（4）担当部局は、必要に応じて政策評価官室の技術的助言等を踏まえた修正をし、事業評価書   

（事前）をとりまとめる。  

（5）政策評価官室は、とりまとめた事業評価書（事前）をもとに、事業評価書（事前）要旨を   

作成し、事業評価書（事前）とともに公表し、あわせて事業評価書（事前）を総務省へ通知   

する。  

（6）事業評価書（事前）をとりまとめた後、担当部局は、政策評価の結果の政策への反映状況   

を政策評価官室に報告する。政策評価官室は、それらの反映状況をとりまとめ、総務省へ通   

知する。  

入 方 法  

○評価対象（事業名）等  

（1）「評価対象（事業名）」欄には、評価の対象となる事業の名称を記載する。事業名は、予算  
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との対応関係がわかるように留意する。  

（2）「主管部局・課室」欄には、当該事業の主たる部分を所管してる部局・課室名を記入し、「関   

係部局・課室」欄には、その他の関係部局・課室名を記入する。  

（3）「関連する政策体系」欄には、当該事業に関連する基本目標、施策目標及び個別目標とそ   

れぞれの番号を記入する。  

（4）整理番号及び日付については、事業評価書（事前）をとりまとめる際に政策評価官室で一   

括して記入する。   

「評価対象（事業名）」等の記入例（平成19年度に作成した事業評価書（事前）（「健康情‡  

報活用基盤実証事業」）から引用）  撫詣宅嗣：：  

◆◆  

（整理番号 ）  

事業評価書（事前）  

1．、現状・問題分析とその改善方策（事業実施の必要性）  

（1）事業が必要とされている背景及び現状の問題点等を可能な限り客観的なデータを用いて分   

析し、問題点等の改善方策を踏まえた当該事業の必要性を記入する。また、過去に実施した   

政策評価の結果を踏まえた事業の場合には、その旨を記入する。  

（2）「現状・問題分析に関連する指標」欄には、現状・問題分析をする際に有益な指標がある   

場合に記入する。また、欄内に当該指標の単位を括弧書きで記入する。  

（3）「（調査名・資料出所、備考）」欄には、後述匡≡∃「「（調査名・賃料出所、備考）」   
欄の記入方法」を参照の上、記入する。  
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「1・現状・問題分析とその改善方策（事業実施の必要性）」の記入例（平成19年度に作  

成した事業評価書（事前）（「地域日常生活自立支援事業」）から引用し、一部加工）  
●t■■■■＝■■■●■＝■■■■■■■■●■■■■●■llll■■■■■  

：現状の問題点、当該事業の必要性を記入 ：  
●■＝＝＝■－一＝＝■－－…■＝■  ●‥■－■■  

溝考甑王莱仁王 
．  

事業評価（事前）における指標補記入の留意点   

（1）事業評価（事前）においては、「1．現状・問題分析」欄に「現状・問題分析に関連す   

る指標」、「4．評価指標等」欄に「アウトカム指標」、「アウトプット指標」及び「参考   

統計指標」を設けている。 「4．評価指標等」欄の指標については、以下の定義により分  
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類して記入する。   

アウトカム指標：行政の活動の結果として、国民生活や社会経済に及ぼされる何らかの変化  

や影響を測る指標  

（例：就職件数・就職率、育児休業取得率、行政サービスに対する満足度）   

アウトプット指標：行政の活動そのものや行政活動により提供されてモノやサービスを測る指  

標、又はそれら行政活動により提供されたモノやサービスの利用の結果等  

（例：検査件数、助成金支給件数、ホームページのアクセス数）   

参 考 統 計指＝＝榛：アウトカム指標及びアウトプット指標の他、事業の達成状況を把握  

する上で有益な統計指悟   

（2）「現状・周題分析に関連する指標」は、原則として過去5年間の数値を記入し二可能  

な限り直近の数値を記入する。また、年度を通じた数値がとれない場合又は確定した数値がと  

れない場合は、「（調査名・資料出所、備考）」欄に、その理由を具体的に記入する。  

（3）支給額等の金額を指標とするものは、原則として百万円を単位とする。  

r（調査名・資料出所、備考）」欄の記入方法   

（1）「（調査名・資料出所、備考）」欄には、指標のもととなる調査名等を具体的に記入し、  

あわせて指標及び調査の特異性等がある場合には簡潔に記入する。  

（2）複数の指標がある場合には、それぞれの指標毎に調査名等を記入する。  

（3）可能な限りURLを記載するなどし、国民が資料を入手し易くすること。   

＜記入例＞  

・指標1は、内閣府が実施した平成19年度「00調査」による。  

・指標2は、（財）△△の平成18年度「00調査」による。  

・指標1は、平成18年度「00調査」によるものであり、当該調査は、隔年で実施して  

いる。  

・指標2は、00事業の終了後、当該事業参加者に対して実施したアンケート調査による  

ものである。（ロロ人に調査、回収率△△％）  

・平成17年4月の制度改正により、指標の対象範囲が～～となっている。  

・指標1の上段は実績値、下段括弧書きは予算作成時に予定した数値である。  

・指標2は、平成2し）毒＝や＝年度「00調査」によるが、平成2I♯年6月時点での速報値   

であり、平成21二往年10月に確定値等を公表予定である。  

2．事業の内容  

（1）「事業の実施主体」欄には、該当する実施主体を全てI lで囲む。  
（2）「事業の内容（概要）」欄には、「新規」又は「一部新規」のどちらかをI lで囲み、   

事業の内容を具体的に記入する。  

評価する対象が一部新規の場合には、既存の部分を含めた事業全体について説明した上で、   

追加される新規部分を記入する。  

（3）「予算」欄には、「一般会計」、「年金特会」、「労働保険特会」及び「その他」のうち、該   

当するものを⊂＝］で囲み、「その他」の場合は二括弧内に具体的に記入する。また、   
要求する予定の予算額を百万単位で記入し、評価する対象が一部新規の場合には、事業全体  

－20－  

∵「¶   



の予算額を記入し、一部新規に係る部分の予算額を括弧書きで記入する。過去の予算額につ  

いても記入する。  

3．事業の目標  

（1）「事業の目標」欄には、事業評価（事後）において評価を行うための目標を、可能な限り  

定量的に設定し記入する。  

（2）「政策効果が発現する時期」欄には、当該事業による効果が発現を開始する時期を記入す  

る。  

（3）「事業の目標」は、当該事業の実施後に事後評価を実施する際の目安とするものであるた   

め、目標が適切に設定されていない場合、事後評価が困難になる可能性があることに留意す  

る。  

4．評価指標  

（1）「評価指標等」欄には、事後に事業の達成状況を評価するための指標を「アウトカム指標」、   

「アウトプット指標」及び「参考統計指標」に分類して記入する。また、欄内に当該指標等   

の単位を括弧書きで串入するとともに、「アウトカム指標」及び「アウトプット指標」につ   

いては、達成水準及び達成時期を記入する。  

なお、達成水準及び達成時期を設定でさない指標には、（）と記入する 。達成水準又は   

達成時期を設定できない場合は、原則指標として採用せず、別途参考統計欄に整理すること  

とする。  

※ 指標欄記入に当たっては、前述匡≡ヨ「事業評価（事前）における指標欄記入の  
留意点」及び「「（調査名・資料出所、備考）」欄の記入方法」を参照の上、記入する。  

（2）「本事業と指標の関連についての説明」欄等には、評価の対象となっている事業と設定し   

た指標等の関連についての説明を簡潔に記入する。  

5．評価  

（1）必要性の評価   

① 「行政関与の必要性の有無（主に官民の役割分担の観点から）」欄には、本実施要領参考  

添付「行政関与の在り方に関する基準」（平成8年12月16日行政改革委員会策定）の  

「行政関与の可否に関する基準」を参考にして、官民の役割分担の観点から、当該事業に  

行政が関与しなくてはならないかを分析し、「有」「無」「その他」のいずれかを】 l  

で囲み、その理由を記入する。なお、「その他」は、官民共同で実施する事業などの場合  
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に選択する。   

② 「国で行う必要性の有無（主に国と地方の役割分担の観点から）」欄には、国と地方公共  

団体の役割分担の観点から、国が実施しなければならないかを分析し、「有」「無」「その  

他」のいずれかをI lで囲み、その理由を記入する。なお、「その他」は、国と地  

方公共団体が共同で実施する事業などの場合に選択する。   

③ 「民営化や外部委託の可否」欄には、当該事業を実施する際に、民間事業者等を活用す  

ることが可能か分析し、「可」「否」のどちらかをI lで囲み、その理由を記入する。   

④ 「他の類似事業（他省庁分を含む）がある場合の重複の有無」欄には、当該事業の他に  

類似する事業があるか分析し、「有」「無」のどちらかをI lで囲み、「有」とした  

場合、重複する事業名及び実施省庁名を列記し、重複していてもなお実施する必要性があ  

る旨記入する。  

（2）有効性の評価   

① 「政策効果が発現する経路（投入→活動→結果→成果）」欄には、資源を投入してから政   

策効果が発現するまでの過程をわかりやすく記入する。また、政策効果が発現する経路に   

ついてまとめられているフローチャート等を別紙として添付することも差し支えない。  

記入例①（平成19年度に作成した事業評価書（事前）（同上）から引用）  

政策効果が発現する経路（投入→活動→結果→成果）   

地域産業保健センターに面接指導窓口の設置→小規模事業場の労働者に対する医  

師による面接指導等健康管理の実施→長時間労働者の健康状況の改善→過重労働によ  

る健康障害の減少   

記入例②（平成18年度に作成した事業評価書（事前）（「認知症対策等総合支援事業」）  

から引用）   

※ 「政策効果が発現する経蹄」を、「別紙「認知症のステージに即した取組」参照。」と  
て、図表を使用した例。  
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認知症のステージに即した取組  

平成18年慶事求時に、これ手で以上に、認知症対策を総合的に推進していくため、地域支乳医療体制の  
充実、詳知痘ケアの賞の向上専を目的とした事業を取りまとめ、「認知症対策等総合支援事業止して再構築。  

前駆段階  ヰ世知畿早期サービスの充実  
′ 敵組症皐親愛ニビス蔓触憂ま，髄8二） 

中正知瞳ケアの薫の向上  
ン 認知症介護実践者専壬庶事稟（H12－）  

中 身体拘束の廉止  
′ 身体拘束廉止推進事業（H13－）  

く′才知虚介♯研究・研■センター王者事事  
（H12～）  

や 故知長洲の充≠   
′ 紘知慮サポート臣事成研♯事業  

（H17－）   

′ かかりつけ医軌痘対応力由上暮暮  

（H18－）  

ヰ 本人・手練支欄の体≠暮■   
′ 家庭慶丁セスルトシートの曹及、零  

中期段階  

紘知痘になっでも棄ぬして暮らせ  

く槻の鞘、棚番タトゥーク瞥の♯■づくり  

やターミナルケアの充実   

② 「事業の有効性」欄には、当該事業を実施した結果、見込まれる効果を可能な限り定量  

的に予測・把握し、記入する。また、事業の効果の予測・把握に当たっては、過去に実施  

された同種類似の事業により得られた実績及び効果を活用することが望ましい。  

（3）効率性の評価   

① 「効率性の評価」欄には、投入する資源量に見合った効果が得られるか、必要な効果に  

対して投入する資源量が最小か、同一の費用等でより大きな効果が得られないか等の観点  

から、可能な限り定量的に予測・把握し、記入する。   

② 事業の実施に当たって、特に効率化を図る工夫がある場合、それについても記入する。  

（4）その他   

① 必要性の評価、有効性の評価及び効率性の評価の他に、必要に応じて、公平性（受益や  

負担が公平に分配されるか）及び優先性（他の事業より優先的に実施するべきか）等の観  

点から分析した評価を記入する。   

② 税や財政投融資などの利用可能性、規制緩和による代替可能性等が考えられる場合には、  

それらについても当該欄に記入する。  

（5）政策等への反映の方向性  

評価結果を踏まえ、「予算額」欄の要求額のとおり予算概算要求を行うこととした場合に   

は、「評価結果を踏まえ、平成00年度予算概算要求において所要の予算を要求する。」と記   

入する。  

また、評価結果を踏まえ、予算概算要求額の変更、事業内容の見直し等を行う場合には、  
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変更した予算概算要求額及び見直した内容等を記入する。  

O「6．特記事項」の記入＝  

リ 

（旦章）r①国会による決議等命状読（総理答弁及び警告決議、附帯決議筆全む）嬰塵呈」欄に   

は、該当里≠呑有無を確認の上□印を記入し、該当するものがある場合に、その名称、年月  

日及び族当部分の抜粋を記入する。該当するものがない扮せは、「なし。」と記入する。  

（旦書）「②且麹左奥二各種匙垂隻政府決定些塵呈との関係及び遵守状況」柵には、閣醜決定   

（「経済財政改革の基本方針」等）及び施政方針演説（原則として過去1年のもの）等におい   

て当該施策に関係する記述・言及の有無を確翠の上□印を記入し、該当するものがある場合   

に、その名称、年月日及び該当部分の抜粋を記入する。蔽当トるものがない脚飢ま、「なし。」仁   

（4）「③審議会の指摘」糊た意見等の有無を確認の上   
□印を記入潤  

（5）「④研究会等の有無」欄には、当該施策について研究会等から受けた指摘等の有無を確認   

の上□印を記入し、御  

（旦寺）「◎金線務省による行政評価・監視および認定関連活動等の墜呈状洗」欄には、総務省   

が実施する行政評価・監視（旧行政監察）、統一性・総合性確保評価及び客観性担保評価に   

おいて指摘された事項の有無を確認の上□印を記入し、指摘された事項及び年月日を記入す   

る。族当するものがない掛合は、「なし。」と記入・rる。  

（ヱ孝）「㊨塑会計検査院による指摘」欄には、該当の有無を確認の上口印を記入し、指摘され   

た事項ナるも〇がある場合に、その内容及び年月日を記入する。辞当ナかしのがない掛合・は、   

（8）「⑦その他」欄については、上記①～⑥以外の特記事項がある場合に、その内容及び年月   

日を記入する。  

。   

ヽ   「′完＼ム瓜マ瘍′′lJヽl＿ 1 、■■ ノ・－＿．－LJ芸「亡 ノTr■   ロ  

。  

ヽ  「′′a．1ユ▲如1、〃・ロ  
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要旨の作成  

事業評価書（事前）要旨は、政策評価官室において、事業評価書（事前）の「必要性の評価」   

及び「有効性の評価」等をもとに作成する。  

ー25－   



第4辛 事業評価（事後）実施要領   

1．評価の趣旨   

事業評価（事後）は、事業評価（事前）を実施した個々の事業について、一定期間経過後に、  

事業の継続の可否及び事業内容の見直し等を目的として、事業が国民や社会のニーズ又は上位の  

目的に照らして妥当だったか、事業の実施により費用に見合った効果が得られたかなどの観点か  

ら、評価する。   

2．評価対象  

（1）事前評価を実施したもののうち、原則として事業開始後3年を経過したもの  

（例えば、平成2】＝伊年度に実施する事後評価は、平成17奪年度に事前評価を実施した  

平成1H芋年度予算概算要求に係るものが該当する。）  

（2）前項に該当するもののうち、事後評価を実施しないものについては、別に定める。   

3．評価の手順  

（1）事業の担当部局は、本実施要領別紙3の様式に必要な事項を記入して事業評価書（事後）   

をとりまとめ、政策評価官室に提出する。  

（2）政策評価官室は、評価専担組織として、評価結果について技術的助言等を行う。  

（3）担当部局は、必要に応じて政策評価官室の技術的助言等を踏まえた修正をし、事業評価書   

（事後）をとりまとめる。  

（4）政策評価官室は、とりまとめた事業評価書（事後）をもとに、事業評価書（事後）要旨を   

作成し、事業評価書（事後）とともに公表し、あわせて事業評価書（事後）を総務省へ通知  

する。  

（5）事業評価書（事後）をとりまとめた後、担当部局は、政策評価の結果の政策への反映状況   

を政策評価官室に報告する。政策評価官室は、それらの反映状況をとりまとめ、総務省へ通   

知する。  

入 方 法  

○評価対象（事業名）等  

（1）「評価対象（事業名）」欄には、評価の対象となる事業の名称を記載する。また、事前評価   

を実施した際の事業名と異なる事業名により実施しているものは、現在実施している事業名   

を記入し、事前評価実施時の名称は、括弧書きにより記入する。  

（2）「主管部局・課室」欄には、当該事業の主たる部分を所管してる部局・課童名を記入し、「関   

係部局・課室」欄には、その他の関係部局・課室名を記入する。  

（3）「関連する政策体系」欄には、当該事業に関連する基本目標、施策目標及び個別目標とそ   

れぞれの番号を記入する。  

（4）整理番号及び日付については、事業評価書（事後）をとりまとめる際に政策評価官室で一   

括して記入する。  
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「評価対象（事業名）」等の記入例（平成19年度に作成した事業評価書（事後）（「失業者向  

け生活関連情報提供サービス事業の実施（失業者への生活関連情報のハローワークによるワン  

ストップでの提供体制の整備）」）から引用）  
ぎ輔弼弼コ  

◆■  

（整理番号 ）  

1．現状・問題分析  

（1）「事前評価実施時における現状・問題分析」欄には、事前評価の実施年度を記入し、当該   

事業に係る事業評価書（事前）の「現状・問題分析」欄の記載内容を転記する。  

（2）「事後評価実施時（現在）における現状・問題分析」欄には、事前評価実施時における「現   

状・問題分析」欄の内容を踏まえ、社会環境の変化及び現状の問題点等を分析し、可能な限  

り客観的なデータを用いて記入する。  

（3）「現状・問題分析に関連する指標」欄には、事前評価で現状・問題分析をする際に用いた   

指標及び事後評価実施時（現在）における現状・問題分析に有益な指標を記入する。また、   

欄内に当該指標の単位を括弧書きで記入する。  

（4）「（調査名・資料出所、備考）」欄には、後述匡≡ヨ「「（調査名・資料出所、備考）」  
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欄の記入方法」を参照の上、記入する。  

「1．現状・問題分析」の「事後評価実施時（現在）における現状・問題分析」欄の記入例  

（平成19年度に作成した事業評価書（事後）（「一般事業主行動計画策定等支援事業」）から  

引用し、一部加工）  

事後評価実施時（現在）における現状・問題分析  
●  ■  
●  ■  
● ■   

（1）現状分析  

育児休業の取得率については、平成17年度で男性0．50（0．4ナ）％、女性7  
2．3（80．2）％と平成17年の改正育児・介護休業法の施行及び次世代育成支援対  

策推進法（以下「次世代法」という。）の全面施行を受け、一定の上昇がみられる。   

また、制度の導入状況についても、小学校就学までの子を対象とする勤務時間短縮等  

の措置については平成17年度で16．3％（27．4％）と導入が進みつつあるところ  

である。   

一方、次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出は、義務となっている30  

1人以上の労働者を雇用する事業主については、ほぼ100％の実施状況であるものの、  

努力義務となっている中小企業における策定・届出数は二増加しているものの、・まだ未  

策定の中小企業も多い。  

※数値は、厚生労働省「女性雇用管理基本調査」（平成17年度）による。（）内は   

30人以上規模。  

（2）問題点   

仕事と子育てとを両立しやすい雇用環境の整備をより一層促進するためには、中小企  

業も含めた個々の企業において主体的に取り組む意識をさらに高めることが重要であ  

る。  

（3）問題分析   

企業において、 育児・介護休業法に規定されている措置のような最低基準に関する規  

定整備は一定程度進んだものの、特に、中小企業における一般事業主行動計画策定・実  

施に向けた取組みが進んでおらず、こうした取組みをさらに推進する方策を講じること  

が必要である。  

（4）事業の必要性   

一般事業主行動計画の策定が遅れている中小企業事業主に対し、地域や業種における  

実情に即してどのような計画を作成すればよいかについて、事業主に対しアドバイス等  

を行うことにより、一般事業主行動計画の策定・実施を支援する必要がある。  

禁禁二讐禦盟聖霊㌣翫櫛  
≡誓野ご朋舗謂罰甜脱芯  

撃方エ  ．L音霹ム．．：  
H14  H15  H16  H17  H18  

女性の育児休業取得率  

（単位：％）  

男性の育児休業取得率  

（単位：％）  

小学校就学までの子を対象  

とする勤務時間短縮等の措  

置の導入状況（単位：％）  

（調査名・資料出所、備考）  

・指標1、2及び3は、雇用均等・児童家庭局の「女性雇用管理基本調査」による。平  
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成14年度、平成16年度及び平成17年度は5人以上規模事業所調査、平成15年  

度、平成18年度は30人以上規模企業調査。  

【参考】厚生労働省ホームページh叩：伽血1w．  0．jp／toukei／list／7l－17．htmi  
■■●  ‾■ ●  ▲ ■■■■■■●●■■■■■■■■■■  ■■  

鳶竜甑三先仁王」誓罪 …＿山＿＿‖＿＿……＿＿‖…＿…＿＿……………●‖‖…＿……‥＿＿ ．…＿＿…＿＿＿＿   

2．事業の内容  

（1）．「事業の実施主体」欄には、該当する実施主体を全て［ニコで囲む。  

（2）「事業の内容（概要）」欄には、事業の内容を具体的に記入する。事前評価実施時と事業の   

内容に変更がない場合は、事業評価書（事前）の記載内容を転記して差し支えない。  

（3）「予算」欄には、「一般会計」、「年金特会」、「労働保険特会」及び「その他」のうち、該   

当するものを＝で囲み、「その他」の場合は、括弧内に具体的に記入するこ  
また、これまでの予算額及び要求する予定の予算概算要求額を百万単位で記入する。   

3．事前評価実施時における目標・政策効果が発現する時期   

「事業の目標」及び「政策効果が発現する時期」欄には、事前評価において設定した目標及   

び時期を転記する。  

4．評価指標  

（1）「評価指標等」欄には、事前評価において設定した指標及び宮前評価実施後の官業内容の   

との整合性をはかりつつ、指  

標は極力アウトカム指標とし、達成水準及び達成時期を明記する。   

なお、達成水準又は達成時期が設定されていない場合は、原則指標として採用せず、別途  

参考統計欄に整理することとする。  

G【●’－－■ヽ   〈■⊥／■‘／、′■‾T ＼I■■■→lノJヽlP′  ′〈 ） ′コ＝／■t′■－■tJ／yJC－1ヰ′し一へ⊥－ し′ ヽ ▼  ■■、▼   コl∃‘l刀てl、－l⊂トヽ  ＼  ′   」 口Lノ／ヽ 7’i「百  

事後評価において追加して評価指標を設定した場合又は事前評価実施時に設定した評価指   

標を使用しない場合には、その理由を「（調査名・資料出所、備考）」欄に記入する。  

（2）達成水準（目標値）を設定している指標については、目標達成率（実績値／達成水準（目   

標値））を算定し、【】内に記入する。  

また、前々年度以前についても、目標達成率の算定が可能な場合は、記入する。   

※ 指標欄の記入に当たっては、後述匡≡ヨ「事業評価（事後）における指標欄記入の  

留意点」及び「「（調査名・資料出所、備考）」欄の記入方法」を参照の上、記入する。  
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記入例（平成19年度に作成した事業評価書（事後）（「児童養護施設への被虐待児個別対  

応職員の配置の大幅な拡充」）から引用し、一部加工）  

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■●■  

l  

．………………………＿  

事兼評価（事後）における指標欄記入の留意点  

（1）事業評価（事後）においては、「1．現状・問題分析」欄に「現状・問題分析に関連す   

る指標」、「4．評価指標筆」欄に「アウトカム指標」、「アウトプット指標」及び「参考   

指標」を設けている。「4．評価指標等」欄の指標については、以下の定義により分類し   

て記入する。  

アウトカム指標：行政の活動の結果として、国民生活や社会経済に及ぼされる何らかの変化  

や影響を測る指標  

（例：就職件数・就職率、育児休業取得率、行政サービスに対する満足度）  

アウトプット指標：行政の活動そのものや行政活動により提供されてモノやサービスを測る指  

標、又はそれら行政活動により提供されたモノやサービスの利用の結果等  

（例：検査件数、助成金支給件数、ホームページのアクセス数）  

参 考 統 計詰 漂：アウトカム指標及びアウトプット指標の他、事業の達成状況を把握  

する上で有益な指標   

（2）「現状・問題分析に関連する指標」は、原則として過去5年間の数値を記入し、可能な  
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限り直近の数値を記入する。また、年度を通じた数値がとれない場合又は確定した数値が   

とれない場合は、「（調査名・資料出所、備考）」欄に、その理由を具体的に記入する。  

（3）支給額等の金額を指標とするものは、原則として百万円を単位とする。  

（4）評価に当たって、予算作成時に予定した数値（予定件数、予定額等）を記載する必軍が   

あるものは、上段に実績値、下段に予算作成時の予定数値を記入し、その旨を「（調査名   

・資料出所、備考）」欄に記入する。  

「（調査名・資料出所、備考）」欄の記入方法  

（1）各指標欄に付随する「（調査名・資料出所、備考）」欄には、指標のもととなる調査名  

等を具体的に記入し、あわせて指標及び調査の特異性等がある場合には簡潔に記入する。  

（2）複数の指標がある場合には、それぞれの指標毎に調査名等を記入する。  

（3）事後評価において追加して評価指標を設定した場合又は事前評価実施時に設定した評価  

指標を使用しない場合には、その理由を記入する。  

（4）可能な限りURLを記載するなどし、国民が資料を入手し易くすること。  

＜記入例＞  

・指標1は、内閣府が実施した平成19年度「00調査」による。  

・参考指標2は、（財）△△の平成18年度「00調査」による。  

・指標1は、平成18年度「00調査」によるものであり、当該調査は、隔年で実施して  

いる。  

・ 指標2は、00事業の終了後、当該事業参加者に対して実施したアンケート調査による  

ものである。（ロロ人に調査、回収率△△％）  

・指標1は、事業の開始が平成16年度からのため、H15の欄は記載できない。  

・ 平成17年4月の制度改正により、指標の対象範囲が～～となっている。  

・ 指標1の上段は実績値、下段括弧書きは予算作成時に予定した数値である。  

・指標2は、平成20幸専＝年度「00調査」によるが、平成21♯年6月時点での速報値  

であり、平成21♯年10月に確定値等を公表予定である。  

5．事前評価の概要   

事前評価において実施した「必要性の評価」、「有効性の評価」及び「効率性の評価」の内容   

又は概要を記入する。  

6．事後評価の内容  

（1）有効性の評価   

① 「政策効果が発現する経路（投入→活動→結果→成果）」欄には、事前評価の記載内容を  

転記する。   

② 「有効性の評価」欄には、当該事業を実施した結果、事前評価において予測・把握した  

有効性の評価を踏まえ、当該事業が有効であったか、評価指標により可能な限り定量的に  

評価する。特に、目標達成率を記入したものについては、目標の達成・未達成の原因を分  

析するとともに、その分析結果を踏まえた評価を行う。′   

③ 「事後評価において特に留意が必要な事項」欄には、事前評価において想定してなかっ  
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た外部要因等で、特記する必要がある場合に記入する。  

（2）効率性の評価  

① 「効率性の評価」欄には、当該事業を実施した結果、事前評価において予測・把握した  

効率性の評価を踏まえ、投入した資源量に見合った効果が得られたか、必要な効果に対し  

て投入する資源量が最小だったか等の観点から、評価指標により可能な限り定量的に評価  

する。特に、目標達成率を記入したやのについては、目標の達成・未達成の原因を分析す  

るとともに、その分析結果を踏まえた評価を行う。   

② 「事後評価において特に留意が必要な事項」欄には、事前評価において想定してなかっ  

た外部要因等で、特記する必要がある場合に記入する。  

（3）その他   

① 有効性の評価及び効率性の評価の他に、必要に応じて、公平性（受益や負担が公平に分  

配されたか）及び優先性（他の事業より優先的に実施するべきか）等の観ノ計から分析した  

評価を記入する。   

② 今後、事業を継続するに当たって、税や財政投融資などの利用可能性、規制緩和による  

代替可能性等が考えられる場合には、それらについても当該欄に記入する。   

（4）政策等への反映の方向性  

評価結果を踏まえ、「予算額」欄の要求額のとおり予算概算要求を行うこととした場合に   

は、「評価結果を踏まえ、平成00年度予算概算要求において所要の予算を要求する。」と記  

入する。  

また、評価結果を踏まえ、予算概算要求額の変更、当初の事業内容からの見直し等を行う   

場合には、変更した予算概算要求額及び見直した内容等を記入する。   

7．特記事項   

事前評価における記載内容を転記するとともに、事前評価実施時から事後評価実施までの間   

に、新たに追加された事項がある場合には、あわせて記入する。   

要旨の作成   

事業評価書（事後）要旨は、政策評価官室において、事業評価書（事後）の「有効性の評価」   

等をもとに作成する。  
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